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〔
商
法
　
三
四
八
〕
　
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
解
任
に
関
す
る
正
当
事
由

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
新
株
発
行
お
よ
び
取
締
役
・
監
査
役
の
言
動
に
株
主
の
信
頼
感
を
喪
失

さ
せ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
取
締
役
・
監
査
役
と
し
て
適
格
を
欠

く
と
か
、
客
観
的
に
職
務
遂
行
が
不
可
能
で
あ
る
と
か
障
害
が
あ
る
と
か

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
五
七
条
、
二
八
○
条

〔
事
　
実
〕

　
被
告
Y
会
社
は
、
自
転
車
向
車
輪
（
キ
ャ
ス
タ
ー
）
の
製
作
お
よ
び
こ

れ
に
付
帯
す
る
一
切
の
事
業
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
Y
会
社

は
、
昭
和
五
九
年
五
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て

決
議
を
な
し
、
昭
和
六
〇
年
四
月
の
定
時
株
主
総
会
終
結
時
ま
で
任
期
を

残
し
て
い
る
原
告
瓦
を
監
査
役
か
ら
、
原
告
濁
を
取
締
役
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

解
任
し
た
。
X
と
L
は
、
こ
の
解
任
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
本

訴
に
及
ん
だ
。

　
Y
会
社
は
、
X
ら
の
解
任
に
つ
い
て
、
商
法
二
五
七
条
一
項
．
二
八
O
条

（
難
灘
難
融
二
翫
難
指
櫻
肛
韓
葱
、
二
茎
、
至
）

一
項
に
定
め
あ
る
正
当
事
由
が
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
主
張
し
た
。

　
①
Y
会
社
の
株
主
に
相
談
せ
ず
、
一
株
一
、
五
〇
〇
円
に
よ
る
三
万
株

の
新
株
発
行
を
抜
き
打
ち
的
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
権
株
を
生

じ
さ
せ
、
こ
れ
を
役
員
が
取
得
し
、
役
員
の
持
ち
株
増
加
を
は
か
り
、
経

営
権
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
目
的
の
た
め
、
瓦
の
主
導
の
も
と
で
、
瓦

が
協
力
し
て
、
突
然
の
大
幅
な
新
株
発
行
を
行
な
っ
た
。

　
②
凡
は
、
監
査
役
と
し
て
、
本
来
会
計
監
査
の
職
務
権
限
を
有
す
る
に

過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
会
社
お
よ
び
訴
外
A
関
係
会
社
の
全
取

締
役
よ
り
絶
対
的
に
多
く
の
株
式
を
有
す
る
大
株
主
で
あ
り
、
か
つ
、
Y

会
社
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
年
長
者
で
も
あ
る
こ
と
を
か
さ
に
か

け
、
そ
の
職
務
権
限
を
越
え
て
越
権
的
言
動
を
な
し
、
両
者
の
組
織
と
秩

序
を
混
乱
さ
せ
た
。

　
③
L
も
越
権
行
為
を
な
し
、
Y
会
社
お
よ
び
A
会
社
の
組
織
と
秩
序
を

混
乱
さ
せ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
請
求
認
容
。
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一
　
「
本
件
新
株
発
行
に
際
し
、
原
告
X
を
除
く
被
告
の
他
の
大
株
主
に
対

し
、
事
前
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
…
…
原
告
X
は
、
被

告
の
役
員
会
に
お
い
て
…
…
大
株
主
に
事
前
に
相
談
す
る
と
反
対
さ
れ
る

か
ら
、
話
さ
な
い
で
新
株
発
行
を
実
行
し
た
ほ
う
が
よ
い
旨
述
べ
て
い
た

こ
と
－
－
－
原
告
ら
及
び
（
訴
外
）
B
（
Y
会
社
代
表
取
締
役
）
、
（
訴
外
）
C

（
Y
会
社
取
締
役
）
が
（
訴
外
）
D
会
計
事
務
所
に
赴
い
た
際
、
原
告
X
が

増
資
に
よ
っ
て
実
権
を
握
る
方
法
に
つ
い
て
相
談
を
し
た
こ
と
、
D
税
理

士
か
ら
、
失
権
株
を
役
員
が
引
受
け
る
こ
と
に
よ
り
経
営
権
を
確
保
し
う

る
こ
と
や
、
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
る
新
株
発
行
に
つ
い
て
説
明
を

受
け
た
が
、
検
討
の
結
果
第
三
者
割
当
て
は
実
施
困
難
と
い
う
こ
と
で
、

結
局
、
株
主
割
当
て
に
よ
る
新
株
発
行
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
営
権
の
確
保
と
い
う
目
的
は
後
退
し
た
こ
と
、

最
終
的
に
生
じ
た
失
権
株
は
一
五
〇
株
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

・
…
－
被
告
は
、
当
時
樹
脂
工
場
内
製
化
の
た
め
に
資
金
調
達
の
必
要
性
が

生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
新
株
｝
株
あ
た
り
の
発
行
価
格
は
一
、
五
〇
〇
円

と
、
当
時
の
株
主
間
の
慣
行
的
な
取
引
価
格
で
あ
り
、
特
に
失
権
株
が
生

じ
る
の
を
意
図
し
て
高
額
に
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
…
…
本
件
新

株
発
行
の
決
定
は
、
代
表
取
締
役
B
、
取
締
役
C
を
含
め
た
取
締
役
会
に

よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
…
：
以
上
の
事
実
に
照
ら

す
と
、
本
件
新
株
発
行
が
…
…
被
告
の
大
株
主
の
信
頼
感
を
喪
失
さ
せ
る

に
足
り
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
の
み

で
は
原
告
ら
の
解
任
に
つ
い
て
正
当
事
由
が
あ
る
も
の
と
は
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

二
　
「
原
告
X
の
…
…
言
動
は
、
被
告
の
監
査
役
と
い
う
地
位
に
あ
る
者

と
し
て
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
、
右
大
株
主
ら
の
信
頼
感
を
喪
失
さ

せ
る
に
足
り
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
（
訴
外
）
A
（
関
係
会
社
）
と

被
告
と
の
合
同
役
員
会
に
お
け
る
原
告
X
の
A
に
関
す
る
言
動
は
、
合
同

役
員
会
と
い
う
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
は
あ
な
が
ち
無
理
か
ら
ぬ
面
も

な
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
原
告
瓦
に
不
信
感
を
つ
の
ら
せ
た
前
記
大
株

主
ら
が
、
同
原
告
の
言
動
を
実
質
以
上
に
過
大
に
取
り
上
げ
、
非
難
し
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
」

　
「
被
告
と
A
（
会
社
）
と
の
…
…
密
接
な
企
業
関
係
を
考
慮
す
る
と
原
告

瓦
の
な
し
た
…
…
言
動
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
面
は
あ
っ
た
と
は
い

え
、
…
…
同
原
告
が
以
前
A
（
会
社
）
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

A
（
会
社
）
の
取
引
先
と
の
応
接
を
行
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
か
ら
ぬ

面
も
な
い
で
は
な
く
、
ま
た
、
い
ず
れ
も
↓
過
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
前

記
各
言
動
の
み
で
は
、
同
原
告
の
解
任
に
つ
い
て
正
当
事
由
が
あ
る
も
の

と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

三
　
「
前
記
新
株
発
行
及
び
原
告
ら
の
言
動
に
は
、
被
告
の
株
主
の
信
頼
感

を
喪
失
さ
せ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ら
を
考
慮
し

て
も
、
原
告
X
が
監
査
役
と
し
て
、
同
＆
が
取
締
役
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
適

格
を
欠
く
と
か
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
職
務
遂
行
が
不
可
能
で
あ
る
と
か

障
害
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
的
確
な
証
拠
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。
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判例研究

一
　
現
行
商
法
二
五
七
条
一
項
と
同
趣
旨
の
規
定
が
商
法
典
に
置
か
れ
た

の
は
、
明
治
三
二
年
の
商
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
明
治
三
二
年
の
商
法
一

六
七
条
は
、
現
行
商
法
二
五
七
条
一
項
に
お
い
て
、
「
正
当
ノ
事
由
」
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
「
正
当
ノ
理
由
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
、
現
行
法
の
「
其

ノ
任
期
ノ
満
了
前
二
」
と
の
部
分
を
「
其
任
期
前
二
」
と
表
現
し
、
ま
た
、

現
行
法
の
「
其
ノ
取
締
役
」
と
の
部
分
を
、
「
其
取
締
役
」
と
し
て
い
た
以

外
は
「
但
」
と
「
但
シ
」
の
表
現
を
除
き
全
く
同
じ
で
あ
る
。
右
の
よ
う

な
字
句
修
正
は
、
昭
和
二
二
年
の
改
正
商
法
以
来
の
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
三
二
年
の
商
法
に
先
だ
つ
明
治
二
三
年
の
商
法
一
九
七
条
は
、
「
取

締
役
又
ハ
監
査
役
ハ
何
時
ニ
テ
モ
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
解
任
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
其
解
任
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
会
社
二
対
シ
テ
解
任
後
ノ
給
料
若
ク
ハ

其
他
ノ
報
酬
又
ハ
償
金
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。

明
治
三
二
年
の
商
法
が
、
取
締
役
は
何
時
で
も
解
任
し
得
る
点
を
本
文
に

お
い
て
継
承
し
な
が
ら
、
そ
の
但
書
に
お
い
て
趣
旨
を
変
更
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
理
由
書
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

明
治
二
三
年
商
法
一
九
七
条
は
、
「
任
期
前
二
解
任
セ
ラ
レ
タ
ル
取
締
役
ハ

其
解
任
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ノ
賠
償
ヲ
会
社
二
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
ニ
ハ
ー
…
其
請
求
ヲ
許
サ
￥
サ
ル
モ
ノ
ト
為
シ
タ
リ
是
レ

此
場
合
二
於
テ
会
社
二
損
害
賠
償
ノ
責
任
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
株
主
ハ

其
解
任
セ
ラ
レ
タ
ル
取
締
役
ヲ
会
社
二
対
シ
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ヲ
恐
レ
テ
其
実
既
二
信
任
ノ
欠
乏
ス
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
忍
ヒ
テ
之
ヲ

解
任
セ
サ
ル
ニ
至
ル
ヲ
慮
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
錐
モ
実
際
上
僅
々
タ

ル
損
害
賠
償
ヲ
請
求
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
信
任
ノ
映
乏
セ
ル
取
締
役

ヲ
解
任
セ
ス
之
二
会
社
ノ
興
廃
存
亡
ヲ
来
タ
ス
ヘ
キ
重
大
ノ
任
務
ヲ
託
ス

ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
況
ン
ヤ
前
条
二
於
テ
取
締
役
ノ
任
期
ヲ
三
ケ
年
内
二

制
限
セ
ル
以
上
ハ
其
損
害
賠
償
額
モ
亦
多
額
二
上
ル
コ
ト
到
底
ナ
カ
ル
ヘ

キ
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
故
二
本
条
ハ
断
然
現
行
商
法
二
反
対
ノ
主
義
ヲ
採
リ
タ
リ
」

と
説
明
さ
れ
た
（
法
典
質
疑
会
・
法
典
修
正
案
理
由
書
〈
明
治
三
一
年
六

月
発
刊
〉
一
五
七
頁
、
一
五
八
頁
）
。
な
お
、
明
治
二
九
年
一
〇
月
一
九
日

の
第
三
一
二
回
商
法
委
員
会
で
の
議
論
に
お
い
て
、
取
締
役
を
「
正
当
ノ
理

由
」
な
く
し
て
解
任
す
る
場
合
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
ず
る
旨
を
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
（
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
・

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
1
9
一

八
六
頁
）
、
原
案
条
文
に
は
な
か
っ
た
「
正
当
ノ
理
由
」
の
部
分
を
追
加

す
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て
、
商
法
二
五
七
条
二
項
が
追
加
さ

れ
、
取
締
役
解
任
決
議
は
、
旧
法
と
は
ち
が
っ
て
、
特
別
決
議
に
よ
る
こ

と
を
要
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
改

正
商
法
が
、
「
取
締
役
の
権
限
を
拡
大
し
て
、
業
務
執
行
の
決
定
を
原
則
と

し
て
取
締
役
会
に
委
ね
た
た
め
、
そ
れ
と
対
応
し
て
取
締
役
の
地
位
の
安

定
を
図
っ
た
た
め
の
改
正
で
あ
る
」
と
か
（
鈴
木
“
石
井
・
改
正
株
式
会

社
法
解
説
一
四
九
頁
）
、
あ
る
い
は
、
「
か
よ
う
に
解
任
決
議
を
厳
格
に
し

た
理
由
は
、
新
法
で
は
取
締
役
の
権
限
か
拡
大
さ
れ
、
原
則
と
し
て
会
社

業
務
の
執
行
は
挙
げ
て
其
手
に
委
ね
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
地
位
の
安
定
を

は
か
り
、
安
ん
じ
て
そ
の
職
務
に
専
念
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
取

締
役
の
地
位
の
安
定
を
は
か
る
方
策
と
し
て
は
、
正
当
な
事
由
が
な
い
限
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り
た
と
え
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
も
取
締
役
の
解
任
を
な
し
え
な
い
と

す
る
の
も
一
法
で
あ
る
。
新
法
は
こ
の
立
場
を
と
ら
な
い
で
、
た
だ
解
任

決
議
の
方
法
を
厳
格
化
す
る
に
止
め
た
の
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
大
隅
口
大
森
・
逐
条
改
正
会
社
法
解
説
二
四
七
頁
、
二
四
八
頁
）
。

二
　
商
法
二
五
七
条
一
項
但
書
に
お
け
る
解
任
取
締
役
の
損
害
賠
償
請
求

権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
対
立
が
あ
る
（
鈴
木
「
株
主
総
会

に
よ
る
取
締
役
の
解
任
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
研
究
六
六
巻
一
号
一
七

九
頁
以
下
に
学
説
が
明
解
に
紹
介
・
批
判
さ
れ
て
い
る
）
。
損
害
賠
償
請
求

と
い
う
言
葉
の
法
体
系
上
の
位
置
づ
け
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
を
不
法
行
為

責
任
と
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
任
期
の
定
め
あ
る
場
合
に
は
取
締
役
と

会
社
と
の
間
に
は
不
解
任
特
約
が
あ
る
の
で
、
解
任
す
れ
ば
、
不
解
任
特

約
違
反
の
債
務
不
履
行
責
任
が
発
生
す
る
と
解
す
る
ほ
う
が
違
法
行
為
に

基
づ
く
責
任
と
い
う
こ
と
で
、
す
わ
り
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
不
法
行
為
責
任
説
で
は
、
取
締
役
解
任
が
不
法
行
為

を
構
成
す
る
の
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
た
め
、
取
締
役
の
保
護
に
は
充
分

で
は
な
い
し
、
ま
た
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
構
成
で
は
、
結
果
的
に
、

任
期
の
定
め
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
の
報
酬
請
求
権
が
い
わ
ば
既
得
権
的
に

認
め
ら
れ
た
と
同
じ
こ
と
と
な
り
、
会
社
側
に
損
害
賠
償
責
任
を
広
く
認

め
る
こ
と
と
な
り
か
ね
ず
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

　
商
法
二
五
七
条
に
関
す
る
前
述
し
た
よ
う
な
立
法
の
沿
革
を
踏
ま
え
て

考
察
す
る
と
、
商
法
二
五
七
条
と
二
八
O
条
は
、
会
社
な
い
し
は
株
主
側

に
認
め
ら
れ
た
取
締
役
・
監
査
役
の
解
任
自
由
、
つ
ま
り
、
信
頼
関
係
確

保
の
た
め
の
解
任
行
動
の
自
由
と
取
締
役
・
監
査
役
の
地
位
安
定
確
保
の

間
の
調
和
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
取
締
役
の
解
任
を
適
法
行
為
と
の

前
提
の
も
と
に
、
正
当
事
由
な
し
で
解
任
し
た
こ
と
に
つ
き
故
意
・
過
失

を
必
要
と
し
な
い
法
定
の
特
別
責
任
を
商
法
二
五
七
条
が
衡
平
の
観
点
よ

り
規
定
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
定
責
任
説
が
現

在
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
今
井
・
新
版
注
釈
会
社
法
二
五
七
条
注
二
〈
六

巻
六
二
頁
〉
）
。

三
　
商
法
二
五
七
条
一
項
の
損
害
賠
償
を
右
の
よ
う
に
法
定
責
任
と
解
す

る
立
場
に
よ
れ
ば
、
解
任
に
関
す
る
「
正
当
事
由
」
も
、
会
社
な
い
し
は

株
主
側
の
解
任
自
由
の
利
益
と
取
締
役
の
地
位
確
保
の
利
益
の
調
和
の
中

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
今
井
・
前
掲
二
五
七
条
注
二
四
〈
六
巻
七

〇
頁
〉
）
。
そ
の
場
合
、
「
正
当
事
由
」
と
は
、
取
締
役
の
地
位
そ
の
も
の
と

相
容
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
任
用
契
約
自
体
に
違
反
す
る
よ
う
な
作
為
・

不
作
為
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
取
締
役
に
業
務
執
行
さ
せ
る
に
当
っ
て

障
害
と
な
る
べ
き
状
況
が
客
観
的
に
生
じ
た
場
合
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
（
鈴
木
・
前
掲
六
六
巻
一
号
↓
八
六
頁
）
。

　
本
件
に
お
い
て
は
、
会
社
経
営
権
確
保
を
内
心
の
ね
ら
い
と
す
る
新
株

の
発
行
と
役
員
会
や
販
売
活
動
上
の
意
見
・
対
応
方
針
の
相
違
が
正
当
事

由
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の

違
法
性
は
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
意
見
・
対
応
方
針
の
相
違
が
あ

っ
て
も
、
権
限
あ
る
業
務
執
行
機
関
が
自
己
の
責
任
の
も
と
で
是
々
非
々

に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
「
正
当
事
由
」
に
つ
い
て
の
右
の
理
解
に

従
え
ば
、
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
同
旨
、
森
・

本
件
解
説
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
一
五
号
二
一
六
頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
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お
い
て
、
大
株
主
の
信
頼
感
を
喪
失
さ
せ
た
旨
が
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、

前
述
し
た
よ
う
な
取
締
役
・
監
査
役
の
地
位
確
保
の
利
益
を
考
え
る
と
客

観
的
側
面
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
点
は
「
正
当
事
由
」
と
は
な
り

得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
森
田
・
本
件
評
釈
・
商
事
法
務
一
二
八
五
号
一

一
〇
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
し
て
同
旨
。
な
お
、
東
條
・
本
件
評

釈
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
一
号
一
一
九
頁
は
、
判
旨
の
言
い
回
し
で
は
、
ど

ん
な
に
信
頼
感
を
喪
失
さ
せ
よ
う
と
も
、
解
任
の
正
当
事
由
た
り
得
な
い

と
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
表
現
上
問
題
あ
り
と
指
摘
）
。
思
う
に
、

本
件
原
告
X
の
言
動
に
関
し
て
は
、
い
さ
さ
か
言
い
た
い
放
題
と
の
憾
な

き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
言
動
が
あ
っ
て
も
、

権
限
あ
る
会
社
機
関
に
よ
る
毅
然
た
る
態
度
に
基
づ
く
権
限
行
使
が
充
分

に
可
能
な
の
だ
か
ら
、
株
主
側
の
不
快
感
は
と
も
か
く
と
し
て
、
判
旨
に

賛
成
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
六
年
六
月
二
七
日
稿
）
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